
議員定数１名削減を議決
　次回の選挙から１７議席に

議員提出議案として、議員定数を現行の１８名から１名削
減し、１７名とする議案を上程し、賛成１６、反対１の賛成
多数で可決しました。

２～３Ｐ
議会の構成と役割

４～５Ｐ
各会派・会派に属さない
議員の抱負・取組み

５Ｐ
令和6年2月定例会から

６～８Ｐ
代表質問・一般質問

８～１０Ｐ
議案の議決結果・議員別賛否
報告案件
特別委員会報告から

１１Ｐ
委員会報告から

１２Ｐ
議会活動状況
6月定例会日程（案）
議会報編集委員会
編集後記

新年度の
あいさつ

議　長

副議長

私たちは、引き続き議長・副議長を務めさせていただくことになり、一
層身の引き締まる思いであり、その責任の重大さを痛感している次第であ
ります。私たちは、これまで培ってきた経験を活かし、市政の推進と公平
で公正な議会運営を目指し、誠心誠意努力する所存であります。
　令和６年１月１日に発生した能登半島地震、また、４月３日に発生した
台湾東部沖地震におきまして、お亡くなりになられました方々に対しまし
て、謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災されました皆様に心よ
りお見舞いを申し上げます。被災地の一日も早い復興及び被災された方々
の生活が一日も早く平穏に復すことを心よりお祈りいたします。
　さて、本市におきましては厳しい財政環境にありますが、少子高齢化・
人口減少への対応や安全で安心して暮らせるまちづくりなど多くの課題に
対し、牟礼市長は、総合計画の将来像である「自然と歴史に育まれ　笑顔
と希望あふれる　活力のあるまち」の実現に向け、人口減少社会において
も特色ある地方創生を総合的に推進するため、様々な施策に取り組んで
おられます。
　議会といたしましては、施策の進捗を注視し、将来にわたって持続可能
な赤穂市を目指し、議会のチェック機能を果たしながら、市民の皆様の声
に耳を傾け、いただきましたご意見をしっかりと受け止め、市政に反映さ
せるよう努めてまいります。
　また、令和６年第１回定例会におきまして、議会活性化の一環として、
議員定数を次の一般選挙から１名減の１７名といたしたところであり、こ
れまで以上に議会としての機能をより発揮できるよう取り組んでいく所存
でありますので、温かいご理解とご支援を賜りますよう心からお願い申し
上げます。

土 遠 孝 昌

西 川 浩 司

市議会だより 5

■ 発行・赤穂市議会 ■ 編集・議会報編集委員会

令和6年５月10日発行

あこう

ホームページ 検  索赤穂市議会
赤穂市加里屋81 TEL 0791－43－6876 FAX 0791－43－6893

第 号171



議会の構成と役割
新しい常任委員会の構成

（令和６年４月１７日現在※委員は議席順）

総 務 文 教
委 員 会

　市政の総合的企画
及び調整、定住自立
圏構想、防災、危機
管理等、広報、行政
管理、情報政策、財
政及び市税、保育所、
幼稚園、小中学校、
教育施設、生涯学習
及びスポーツ推進、
文化財に関する事項
などを調査します。

民 生 生 活
委 員 会

　市民活動及び広
聴、公営住宅、環境
保全、廃棄物の処理
及び資源化、健康の
増進及び予防衛生、
市民福祉、介護保
険、国民健康保険、
後期高齢者医療、消
防、病院事業に関す
る事項などを調査し
ます。

高所放水車高所放水車

赤穂市地域
公共交通計画

井田佐登司
委　員

（千種）

荒 木 友 貴
副委員長
（千種）

釣　 昭 彦
委員長

（新風）

土 遠 孝 昌
委　員

（赤諒会）

家 入 時 治
委　員

（政翔会）

西 川 浩 司
委　員

（新風）

安 田 　哲
副委員長
（千種）

前 川 弘 文
委　員

（公明党）

山 田 昌 弘
委　員

（政翔会）

榊　 悠 太
委員長

（赤諒会）

深 町 直 也
委　員

（無会派）

前 田 尚 志
委　員

（清和会）
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議 会 運 営
委 員 会

幹線道路・
河 川 整 備
特別委員会

市民病院経営
改 善 調 査
特別委員会

建 設 水 道
委 員 会

　道路、橋梁、河川
及び港湾、都市計画
及び都市計画事業、
公園、緑地、土地区
画整理事業、農林水
産業、商工業、労働
行政、観光、企業立
地、水道、下水道事
業に関する事項など
を調査します。

　議会の運営、議会の会議規則・委員会条例、議長の諮問に関する事項などを調査します。

　市民病院に係る経営改善対策の進捗状況や効果額に対す
る検証・提言及び経営形態に関する調査・研究を行います。

　幹線道路・河川整備に係る取組みや国道250号高取峠
トンネル化に向けた調査・研究・要望などを関係機関に
行います。

委員長  奥 藤 隆 裕　　副委員長  中 谷 行 夫
委　員  山 野　  崇　　 安 田　  哲　　前 川 弘 文

前 田 尚 志　　 田 渕 和 彦　　家 入 時 治

委員長  山 田 昌 弘　　副委員長  井田佐登司
委　員  山 野　  崇　　南條千鶴子　　荒 木 友 貴

榊　  悠 太　　釣　  昭 彦　　瓢　  敏 雄

委員長  奥 藤 隆 裕　　副委員長  榊　  悠 太
委　員  南條千鶴子　　荒 木 友 貴 　　前 田 尚 志　　家 入 時 治

議　長　
副議長
議　員

［市議会の組織図］

議会運営委員会（6名）
特別委員会

諸　会　議

幹線道路・河川整備特別委員会（８名）
市民病院経営改善調査特別委員会（８名）
（決算特別委員会）〈例年議決により設置〉
議員協議会
会派代表者会
議会報編集委員会（８名・正副議長含む）
常任委員会協議会

総務文教委員会（６名）
民生生活委員会（６名）
建設水道委員会（６名）

常任委員会

本会議

● 監 査 委 員 家 入 時 治
● 安室ダム水道用水

供給企業団議会議員
釣　  昭 彦
土 遠 孝 昌

● 赤 穂 市 都 市 計 画
審 議 会 委 員

山 野　  崇
南條千鶴子
荒 木 友 貴 
榊　  悠 太
山 田 昌 弘 

● 赤 穂 市 環 境
審 議 会 委 員

安 田　  哲 
中 谷 行 夫
奥 藤 隆 裕
前 川 弘 文

その他の役職その他の役職

工場見学バスツアー(高校生対象）工場見学バスツアー(高校生対象）

奥 藤 隆 裕
委　員

（新風）

南條千鶴子
副委員長

（公明党）

中 谷 行 夫
委　員

（赤諒会）

瓢　 敏 雄
委　員

（清和会）

山 野 　崇
委　員

（新風）

田 渕 和 彦
委員長

（千種）
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各 会 派 等 の 抱 負 ・ 取 組 み

新　風
　会派「新風」は教育、環境、経済の三つの柱を中心に、赤
穂市のさらなる発展を目指します。市民の皆様の期待に応え
るべく、具体的な成果に向け、全力を尽くしてまいります。
　この取組みに、皆様も共に参加していただけることを、心
から願っております。

市民と共に歩みます

政翔会

清和会

　賃金アップが物価高に追いつかず、市民の皆様の日々の生
活が厳しさを増しています。私たち二人は、市民の皆様、ど
んな立場の人とも虚心坦懐に接し、笑顔になって生きがいと
希望・夢を持ち続けられる住みよいまちづくりのため、市民
の皆様の声を市政に反映してまいります。

　加速する人口減少、少子高齢化、一方で新型コロナ禍は
人々の暮らしや意識を変え、これまでとは違った社会が到来
しているように感じます。任期も最終年となりましたが、山積
している一つ一つの課題を先送りせず議論することが、赤穂
の未来につながると信じ、心機一転、活動してまいります。

「虚心坦懐」

課題解決に取り組みます　新会派「清和会」

公明党
　希望する人が将来に安心して結婚や出産、子育てができる
まち、高齢になっても活躍できる環境、孤立・孤独状態にあ
る人への支援を一層進めなければならない。
　公明党に寄せられるご相談・ご要望等を大切にし、課題解
決に向けてご要望をカタチにすべく現場調査し議会で提案し
てまいります。

安心と希望の「絆社会」の構築を

千　種
　将来人口の大幅な減少を見据えた赤穂市の持続可能な将来
ビジョンを描くためには、メリハリのある行財政改革が不可
欠です。そのためにも民間事業者、市民団体、行政等との丁
寧な対話を通じ、人と地域をつなぐことで、本市が抱える課
題解決に向けた具体的な提案をしてまいります。

地域をつなぎ、赤穂市の将来のビジョンを描く

赤諒会
　赤穂市においても人口減少、少子化が加速しており、将
来、地方のまちの生活に与える影響は計り知れません。出生
数の増加を図るため、出会いから結婚、妊娠・出産、保育・
教育及び就労に至るまでの子育て環境の充実に必要なきめ細
やかな施策について取り組んでまいります。

子育て環境の充実に取り組みます

代　　表　釣　　昭彦　 幹 事 長　奥藤　隆裕
会　　計　山野　　崇　 会　　員　西川　浩司

代　　表　家入　時治　会　　計　山田　昌弘

代　　表　瓢　　敏雄　幹 事 長　前田　尚志

代　　表　前川　弘文　 会　　計　南條千鶴子

代　　表　田渕　和彦　 副 代 表　井田佐登司
会　　計　安田　　哲　 広　　報　荒木　友貴

代　　表　中谷　行夫　 会　　計　榊　　悠太
会　　員　土遠　孝昌
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 ２月
21日（開会）
	 ・令和５年度関係議案（説明）
	 ・財団法人等の令和５年度事業計画変更の報告
	 　（説明、質疑）
22日
	 ・令和６年度関係議案
	 　（説明=施政方針、予算編成方針を含む）
	 ・財団法人等の令和６年度事業計画の報告
	 　（説明、質疑）
28日
	 ・令和５年度関係議案（質疑、表決）

 ３月
	６日
	 ・代表質問（新風・赤諒会・千種）
	７日
	 ・代表質問（政翔会・公明党）
	 ・一般質問
	 ・令和６年度関係議案(質疑、委員会付託)
	 ・請願（説明、質疑、委員会付託）

会 計 区 分 令和６年度 前年度比

一 般 会 計 263 億 1,000 万円 115.2％

特 別 会 計 113 億 4,580 万円 100.3％

小 計 376 億 5,580 万円 110.3％

病院事業会計 107 億 9,727 万 4 千円 95.1％

介護老人保健
施設事業会計 4 億 3,718 万 3 千円 108.1％

水道事業会計 22 億 8,514 万 8 千円 120.1％

下水道事業会計 46 億 4,240 万 5 千円 101.2％

合 計 558 億 1,781 万円 106.5％

令和６年２月（第１回）定例会から
　令和６年２月（第１回）定例会を、２月２１日から
３月２２日までの３１日間の会期で開催しました。
　今期定例会では、２月２１日に令和５年度関係議案、
２月２２日に令和６年度関係議案について市長の施政
方針を含む説明を受け、２月２８日に令和５年度関係等
の１０議案を可決し、３月２２日に令和６年度一般会計
予算、各特別会計予算、各事業会計予算、条例の制定
等５０議案並びに赤穂市教育長の選任についての人事
案件を、いずれも原案どおり可決し閉会しました。
　なお、３月６日、７日に、市長の施政方針に対して
会派代表５名の議員が代表質問を、２名が一般質問を
行いました。

（質問の詳細については、別紙６～８参照）
　また、請願と意見書それぞれ１件の審議を行い、ど
ちらも全会一致で採択、可決となりました。

【２月（第１回）定例会の詳細日程】

会派に属さない議員
　いよいよ、１期目の議員としての任期が最終年度を迎えま
した。コロナ禍の後遺症や物価高騰などが依然として続き、
生活を苦しめています。公共交通、地域医療などの暮らし、
そして平和・憲法を守り、産廃反対を貫き、市民が主人公の
赤穂市政の実現のために今後も活動してまいります。

任期最終年度、市民が主人公の市政を

11日
	 ・民生生活委員会
12日
	 ・建設水道委員会
13日
	 ・総務文教委員会
22日
	 ・令和６年度関係議案
	 　（委員長報告、質疑、討論、表決）
	 ・請願（委員長報告、質疑、表決）
	 ・意見書（説明、質疑、表決）
	 ・令和５年度及び令和６年度追加議案
	 　（説明、質疑、討論、表決）
	 ・幹線道路・河川整備特別委員会付託事件
	 　（委員長報告、質疑）
	 ・市民病院経営改善調査特別委員会付託事件
	 　（委員長報告、質疑）
	 ・人事案件（説明、質疑、表決）
	 ・協議会

（閉会）

各 会 計 予 算

深町　直也
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　　　医療費無償化の拡充については、急速に進展
する少子化、人口減少社会において、出産・子育て
支援の充実は喫緊の課題であり、予算編成の過程で
議論・検討している。しかし現在、本市では第９次赤
穂市行政改革大綱に基づき、歳入の確保や事務事業
の見直しによる財政収支の改善に努め、行財政構造
の構築を目指している。新学校給食センターの建設
工事をはじめ大型投資事業の実施や病院事業への経
営改善に向けた繰出金等に伴
い、当初予算編成において財
源不足が生じているが、国の
子育て支援策の動向にも十分
留意しながら、必要性や優先
順位等を考慮し、適時適切に
判断したい。

　　　防災に関する専門的な知識や技術を有する退
職自衛官等を危機管理職員として採用することは、
本市の防災力の向上に効果が期待できるものと理解
しており、令和５年１０月に防衛省自衛隊兵庫地方協
力本部、市長及び関係部長で意見交換会を開催して
いる。兵庫県内の自治体では、兵庫県及び１１市町が
退職自衛官を採用しており、そのうち２市が地域防災
マネージャー制度を活用
し採用している。本市は
現時点では当該制度の活
用の採用に至っていない
が、市民の安心・安全の
向上を図る観点から引き
続きその活用も含め検討
していく。

　３月６日、７日に計７名
が登壇し、市政の課題や将
来の展望に対する考え方に
ついて、代表質問及び一般
質問を行いました。

※ ＱＲコードより、議員ごとに
代表質問または一般質問の
様子を動画にて閲覧できます。

市政市政のの課題課題
　将来　将来のの展望展望をを

質す質す

問

問

答

答

地域防災マネージャー制度の
活用について

子育て世帯の経済的負担の軽減
―医療費無償化の拡充は―

新風代表	山 田 昌 弘 議員

赤諒会代表	前 田 尚 志 議員

　　　地域防災マネージャー制度は大規模災害へ
の対策として平成27年に立ち上げられた。防災マ
ネージャーは、平時は、専門家として避難計画の策
定など幅広い防災活動に従事する。
　また、災害時には迅速な対応を指揮し、災害後は
復旧・復興支援での役割も期待されている。この制
度に対する市長の考えを伺いたい。

　　　本市は、小・中学生までの医療費の無償化と
高校生の入院費の無償化を実施しているが、近隣市
町の多くが通院費分も含めた高校生までの医療費無
償化が実施されている。西播磨地域に移住を考える
世帯から真っ先に移住先から外される懸念がある
が、通院医療費の無償化を高校生まで拡充する考え
はないのか。

ただ
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問

問

問

答

答

答

コミュニティバスの集客の見込みと
ＰＲについて

赤穂市民病院経営問題について

誰もが安心して暮らせる地域社会の構
築について

政翔会代表	井田佐登司 議員

千種代表	田 渕 和 彦 議員

公明党代表	前 川 弘 文 議員

　　　施政方針に『地域公共交通計画に基づき、市
内循環バス「ゆらのすけ」及び東備西播定住自立圏
圏域バス「ていじゅうろう」について、路線バスと
の統一運賃による一体運用により、新たなルートの
運行や、子供たちの通学手段の確保を図るととも
に、将来にわたって持続可能な制度の構築を図って
いく』とあるが、どの程度の集客を見
込んでいるのか。また、市民へのPRは
どのように考えているのか伺う。

　　　赤穂市民病院は非常に厳しい経営状況だが、
経営強化プラン(案)の一般会計からの繰出基準以外
の繰出金について見込み額以上の繰出しもあるの
か。また、適正な経営規模については、人口減少を
見据えた医療需要予測及び市の財政規模に応じた病
院経営を目指し、規模の見直しも含め早急に検討す
べきではないか。

　　　誰もが安心して暮らせる地域社会の構築に向
けて、環境変化によって誰にでも起こり得る孤独感
を少しでも和らげることができ、声を上げやすい・
掛けやすい社会とする取組みが必要である。孤立・
孤独の問題について関心と正しい知識を持ち、でき
る範囲で困難を抱える人をサポートする「つながり
サポーター」を養成してはどうか。

　　　市内循環バス「ゆらのすけ」は令和６年４月か
ら尾崎・御崎ルートを新設することにより、約２万６千
人の利用を見込んでいる。また、圏域バス「ていじゅう
ろう」は、令和６年４月から大津地区と千鳥地区を運
行するルートに変更することにより、約２万４千人の利
用を見込んでいる。市民の
皆様へのPＲについては、
広報あこう３月号にバス路
線再編後のルート図や時刻
表などの特集記事を掲載す
るほか、市ホームページや
公式LINEを通じて周知を
していく。

　　　病院事業が経営改善に取り組む中で経営状況
が悪化する場合に生じる資金不足については、まずは
病院事業が一時借入金で措置する。一時借入金は民
間金融機関からの借入れで、原則、一事業年度内にお
いて返済するものであり、さらに借入の限度額も予算
で定めている。病院事業において、経営状況が悪化
し、その返済原資が縮小することになれば、最終的に
は一般会計の負担となる。また、適正な経営規模につ
いては、医療需要の変化に対応できるよう必要な病床
数や病床機能等経営
規模の検討は必要で
あると考えるが、現
時点では引き続き現
行の経営規模で運営
していきたい。

　　　本市では、地域における住民の絆を深めていく
ため自治会や民生委員・児童委員など地域団体、ボラ
ンティア等の活動を支援する様々な取組みを行ってい
る。また、支援を求める人に必要な支援が行き届くよ
う、福祉に関する情報提供を行うとともに、気軽に相
談ができ、各関係機関への架け橋となる総合相談窓口

「え～る」を社会福祉課に設置し、困りごとの相談に
応じている。「つながり
サポーター」の養成に
ついては、地域の絆を
より深められるよう、先
進地の事例を参考に調
査研究していく。
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問

答
今年４月からの赤穂市の公共交通に
ついて

無会派	深 町 直 也 議員

　　　４月からのルート拡大について、準備がどの
ように進んでいるか。１０月からの２００円への料
金統一方針について、高齢者に運賃を支援する考え
はないか。公共交通でルート変更・便数変更があっ
たことを受け、改めて市民・利用者に
アンケートを行う考えはないか伺う。

　　　バス事業者において市内循環バス「ゆらのす
け」及び圏域バス「ていじゅうろう」のルート新設及
び変更に係る国への認可手続を進めており、市民の
皆様には広報あこう等で周知していく。高齢者への運
賃の支援については、地域公共交通活性化協議会に
おいて承認された地域公共交通計画で６５歳以上の
利用者にも２００円でお願いするが、路線バスで受け
られる小児運賃、障がい者割引等の割引制度につい
ては継続する。市民の皆様の意見については、地域公
共交通計画策定時のパブリッ
クコメントをはじめ職員が各地
区自治会長会でルート変更等
についての説明会で意見を聞
いているため、改めてアンケー
ト調査を行う考えはない。

令和６年第１回定例会提出議案に対する議員別賛否一覧表
賛成：○　　反対：×	　　欠席：欠

議案等番号 件　　　　名 議決
結果

西
川
浩
司
　

山
野
　
崇

深
町
直
也

井
田
佐
登
司

南
條
千
鶴
子

荒
木
友
貴

安
田
　
哲

中
谷
行
夫

榊
　
悠
太

釣
　
昭
彦

山
田
昌
弘

奥
藤
隆
裕

家
入
時
治

前
川
弘
文

田
渕
和
彦

瓢
　
敏
雄

前
田
尚
志

土
遠
孝
昌

第	 ６号議案 令和５年度赤穂市一般会計補正予算 可決 議
長
の
た
め
、
表
決
に
は
加
わ
り
ま
せ
ん
。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

欠

第	 ７号議案 令和５年度赤穂市国民健康保険事業特別会計補正予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第	 ８号議案 令和５年度赤穂市墓地公園整備事業特別会計補正予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第	 ９号議案 令和５年度赤穂市介護保険特別会計補正予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第１０号議案 令和５年度赤穂市後期高齢者医療保険特別会計補正予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第１１号議案 令和５年度赤穂市病院事業会計補正予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第１２号議案 令和５年度赤穂市介護老人保健施設事業会計補正予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第１３号議案 令和５年度赤穂市水道事業会計補正予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第１４号議案 赤穂市空家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第１５号議案 市道の認定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第１６号議案 令和６年度赤穂市一般会計予算 可決 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議

長
の
た
め
、
表
決
に
は
加
わ
り
ま
せ
ん
。

第１７号議案 令和６年度赤穂市国民健康保険事業特別会計予算 可決 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第１８号議案 令和６年度赤穂市職員退職手当管理特別会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第１９号議案 令和６年度赤穂市墓地公園整備事業特別会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第２０号議案 令和６年度赤穂市介護保険特別会計予算 可決 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第２１号議案 令和６年度赤穂市後期高齢者医療保険特別会計予算 可決 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　　　介護サービスの提供状況については、給付費
の執行状況等からみて、現在のところ充足されている
と認識している。またサービスを提供する側への支援
については、担い手不足が大きな課題であるため、新
たに介護職員養成研修費助成事業を実施し、介護人
材の確保対策に取り組む。第９期介護保険事業計画
の考え方については、本市においても介護需要の増加
や多様化が予想されるため、要介護認定者数の把握
やサービス量の見込みを推計するとともに高齢者対
策について取りまとめている。本計画を進めるにあた
り、高齢者の介護予防の推
進、認知症予防対策や日常
生活支援体制の強化・充実
に努めるなど、地域包括ケ
アシステムの深化・推進を
図る。

問

答
要支援・要介護の現状と今後について

無会派	瓢 　 敏 雄 議員

　　　令和４年度には3,213人が要支援・要介護の
認定を受けており、来年には団塊の世代全員が７５
歳以上となることから、今後も増えることが想定さ
れる。現状、介護を必要とされる方が必要なサービ
スを受けておられるのか。サービスを提供する側に
はどのような支援をしているのか。第９期介護保
険事業計画はどのように考えているの
か。

第９期赤穂市高齢者保健福祉計画
及び介護保険事業計画

御崎地区を走行するゆらのすけ御崎地区を走行するゆらのすけ
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賛成：○　　反対：×	　　欠席：欠
議案等番号 件　　　　名 議決

結果

西
川
浩
司
　

山
野
　
崇

深
町
直
也

井
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司
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子
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木
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貴

安
田
　
哲
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夫

榊
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太

釣
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彦

山
田
昌
弘
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裕
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前
川
弘
文

田
渕
和
彦

瓢
　
敏
雄

前
田
尚
志

土
遠
孝
昌

第２２号議案 令和６年度赤穂市病院事業会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議

長

の

た

め

、

表

決

に

は

加

わ

り

ま

せ

ん

。

第２３号議案 令和６年度赤穂市介護老人保健施設事業会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第２４号議案 令和６年度赤穂市水道事業会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第２５号議案 令和６年度赤穂市下水道事業会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第２６号議案 赤穂市税条例の特例に関する条例及び赤穂市都市計画税条例の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第２７号議案 地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第２８号議案
赤穂市行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関す
る条例の一部を改正する条例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第２９号議案 赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第３０号議案 議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第３１号議案 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第３２号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第３３号議案 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第３４号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第３５号議案 赤穂市立老人福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第３６号議案 赤穂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第３７号議案 赤穂市漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第３８号議案 赤穂市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第３９号議案 赤穂市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第４０号議案 赤穂市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第４１号議案 赤穂市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第４２号議案 赤穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第４３号議案 赤穂市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第４４号議案 赤穂市立福浦地区コミユニテイ・センターの指定管理者の指定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第４５号議案 赤穂市立母子・父子福祉センターの指定管理者の指定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第４６号議案 赤穂市総合福祉会館の指定管理者の指定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第４７号議案 赤穂市デイサービスセンターの指定管理者の指定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第４８号議案 赤穂市在宅介護支援センターの指定管理者の指定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第４９号議案 赤穂市立老人福祉センターの指定管理者の指定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第５０号議案 赤穂市都市公園の指定管理者の指定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第５１号議案 赤穂市立まちづくり会館の指定管理者の指定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第５２号議案 赤穂市立駐車場の指定管理者の指定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第５３号議案 赤穂市立農村多目的共同利用施設の指定管理者の指定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第５４号議案 赤穂市文化会館の指定管理者の指定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第５５号議案 赤穂市立歴史博物館の指定管理者の指定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第５６号議案 赤穂市立海洋科学館の指定管理者の指定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第５７号議案 赤穂市立民俗資料館の指定管理者の指定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第５８号議案 赤穂市立美術工芸館の指定管理者の指定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第５９号議案 令和５年度赤穂市一般会計補正予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第６０号議案 令和５年度赤穂市病院事業会計補正予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第６１号議案 職員給与の一部未払に係る損害賠償の額の決定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第６２号議案 令和６年度赤穂市一般会計補正予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第６３号議案 赤穂市情報公開条例等の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第６４号議案 赤穂市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第６５号議案 議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ × × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○
第６６号議案 赤穂市教育長の任命について 同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○
請願審査結果
第 	 	 １ 	 	 号 生涯を通じた国民皆歯科健診の実現を求める意見書に関する請願 採択 ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○
意見書審議結果
第 	 	 １ 	 	 号 生涯を通じた国民皆歯科健診の実現を求める意見書 可決 ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○
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４月（第２回）臨時会提出議案に対する議員別賛否一覧表
賛成：○　　反対：×	

議案等番号 件　　　　名 議決
結果

西
川
浩
司

山
野
　
崇

深
町
直
也

井
田
佐
登
司

南
條
千
鶴
子

荒
木
友
貴

安
田
　
哲

中
谷
行
夫

榊
　
悠
太

釣
　
昭
彦

山
田
昌
弘

奥
藤
隆
裕

家
入
時
治

前
川
弘
文

田
渕
和
彦

瓢
　
敏
雄

前
田
尚
志

土
遠
孝
昌

報 第 ６ 号
　 専 第 1 号
　 専 第 2 号

専決処分の報告について
赤穂市税条例の一部を改正する条例の制定について
赤穂市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について

承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

第67号議案 令和６年度赤穂市一般会計補正予算 可決 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※
第68号議案 令和６年度赤穂市病院事業会計補正予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※
第69号議案 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※
第70号議案 赤穂市固定資産評価員の選任について 同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※
第7１号議案 赤穂市監査委員の選任について 同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／／ ○ ○ ○ ○ ※

「	／／	」：自己に関する議案のため除斥。　※議長のため、表決には加わりません。

１月（第１回）臨時会提出議案に対する議員別賛否一覧表
賛成：○　　反対：×	

令和６年第１回定例会報告案件
議案等番号 件　　　　名
報 第 ２ 号 公益財団法人赤穂市文化とみどり財団の令和５年度事業計画変更の報告について
報 第 ３ 号 赤穂駅周辺整備株式会社の令和５年度事業計画変更の報告について
報 第 ４ 号 公益財団法人赤穂市文化とみどり財団の令和６年度事業計画の報告について
報 第 ５ 号 赤穂駅周辺整備株式会社の令和６年度事業計画の報告について

議案等番号 件　　　　名 議決
結果

西
川
浩
司

山
野
　
崇

深
町
直
也

井
田
佐
登
司

南
條
千
鶴
子

荒
木
友
貴

安
田
　
哲

中
谷
行
夫

榊
　
悠
太

釣
　
昭
彦

山
田
昌
弘

奥
藤
隆
裕

家
入
時
治

前
川
弘
文

田
渕
和
彦

瓢
　
敏
雄

前
田
尚
志

土
遠
孝
昌

報 第 １ 号
　専第11号

専決処分の報告について
令和５年度赤穂市一般会計補正予算 承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

第 1 号 議 案 令和５年度赤穂市一般会計補正予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※
第 ２ 号 議 案 赤穂市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※
第 ３ 号 議 案 土地の取得について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※
第 ４ 号 議 案 赤穂元禄スポーツセンター、赤穂海浜スポーツセンター及びみなとひろばの指定管理者の指定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※
第 ５ 号 議 案 赤穂市公平委員会委員の選任について 同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

※議長のため、表決には加わりません。

　令和５年度は、８月２８日に委員会を開催しま
した。委員会では、幹線道路、河川及び砂防河川
の整備状況について当局より報告を受けました。
その後委員から、市内幹線道路等の整備状況につ
いて、また河川整備状況等について質疑を行った
後、本年度の取組みについて協議し、県などの関
係機関に対し要望活動を行うことが必要であると
しました。委員会終了後、国道２号相生有年道路
の整備状況について、現地の視察を行いました。

●幹線道路・河川整備特別委員会
委員会開催状況

　１２日１９日に、正副議長及び当委員会正副委員長から兵
庫県土木部長、西播磨県民局長外に対し、幹線道路に関する
要望として、主要地方県道赤穂佐伯線、一般県道高雄有年横
尾線について、国道２５０号高取峠トンネル化及び交通事故
防止対策の推進、並びに国道２５０号の４車線化の社会基盤
整備プログラムへの位置付けについて、河川並びに砂防の整
備に関する要望として、千種川及び加里屋川の河川改修の事
業促進、砂防えん堤の整備について、大鹿谷川の砂防事業の
整備促進について要望書を提出しました。

県への要望活動

特別委員会報告から特別委員会報告から

　令和５年度は、計５回委員会を開催し、令和４年度決算見込み及び令和５年度の取組みについて、第１四半期経営状
況、上半期経営状況、第３四半期経営状況等、経営改善及び経営状況に係る検証項目についての説明を受け、委員から、
経営改善に向けた対策、市の繰出金及び経営形態を見直す場合の条件等について質疑を行いました。今後も市民病院の
経営状況等について定期的な検証及び提言を行うことで、委員会の所期の目的が達成されることを期待しています。

●市民病院経営改善調査特別委員会 委員会開催状況
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民生生活

建設水道

３月11日に開催し、付託された第１６号議案関係部分など１９議案を慎重審査した結果、全会一
致で原案どおり可決すべきものとされました。

３月１２日に開催し、付託された第１６号議案関係部分など９議案を慎重審査した結果、第１６号議案については
賛成多数で、第２４号議案関係部分など８議案については全会一致で原案どおり可決すべきものとされました。

＜障害者地域生活支援事業について＞
●問　社会参加促進事業の拡充内容について
●答　重度心身障がい者児が市外の障害福祉サービス事業

所へ通所するために使用する自動車の運行に伴うガ
ソリン代の一部を年間２万４千円を上限に助成する
ものである。

　 ＜マイナンバーカード交付事業について＞
●問　事業内容及び交付推進の取組みについて
●答　電子証明書の更新業務を郵便局事務取扱法に基づ

き、有年・坂越・赤穂元禄及び赤穂塩屋の４郵便局
に委託する予定である。また、国の制度改正に伴い
施設入所者等暗証番号の管理に課題がある方を対象
に顔認証カードの普及を図る。

＜予防接種費助成事業について＞
●問　高齢者の肺炎球菌感染症予防接種費助成事業

の対象者について
●答　定期接種の対象者が６５歳のみとなるが、６５歳以

外の方でも一度も予防接種を受けていない場合は引
き続き対象となる。

　＜赤穂市介護老人保健施設事業会計予算について＞
●問　浴槽ろ過機の更新及び浴槽の衛生管理について
●答　浴槽用ろ過機を２６年使用しており、経年劣化によ

り不具合を生じていることから更新する。浴槽の衛
生管理については、浴槽水の水質検査を業者により
年に３回実施しており、特に雑菌等は発生していな
い。

＜商工振興費・委託料について＞
●問　前年度比増の要因及び事業内容について
●答　赤穂緞通への支援として赤穂緞通工房マップの作

成費用７７万円を計上しており、個人工房を含め
市内外に２０か所ほどある緞通工房の案内マップ
を紙媒体ではなく電子データで作成する。

　＜農村型地域運営組織形成推進事業について＞
●問　事業内容及び期間について
●答　地域が主体となり２地区以上が連携して農業振

興、生活支援及び地域資源を有効活用した地域づ
くり等に取り組む事業であり、期間は３か年であ
るが、地域が自立的に運営していくための準備期
間であり、その後も活動を継続することとなる。

＜道路橋梁維持修繕工事費外について＞
●問　事業内容について
●答　橋梁長寿命化事業、舗装修繕事業及び街路樹等管

理業務の３事業であり、赤穂大橋修繕の工事内容
については伸縮装置取替及び桁下部分のひび割れ
補修工事等で、新港大橋修繕の工事内容について
は伸縮装置６か所の取替工事である。

　 ＜赤穂市下水道事業会計予算について＞
●問　消化ガス発電事業の概要及び売電収益について
●答　下水管理センターにおける汚水処理時に汚泥が生

じ、その汚泥を嫌気性消化により処理を行う際に
発生する可燃性ガスを燃料として発電機で発電さ
せ、発生した電気を関西電力へ売電する事業であ
り、発電開始は６月からの予定で年間５９万７千
円の収益を見込んでいる。

＜総合計画（基本計画）見直し事業について＞
●問　総合計画の見直し内容について
●答　基本計画の施策を実施していく上での現状と課

題、施策の方針、施策の展開、目標指標のほか、
社会情勢の変化による新たな行政課題などについ
て見直しを考えている。

＜全国家計構造調査について＞
●問　調査内容について
●答　家計における消費、所得、資産及び負債の実態を

総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水
準、構造等を全国的及び地域別に明らかにするこ
とを目的に国が実施するものであり、実施期間に
ついては９月から１１月までを予定している。

＜自動録音電話機等普及促進事業について＞
●問　事業内容について
●答　高齢者がいる世帯を対象として特殊詐欺の防止の

ために自動録音電話機等の購入の助成を行い、本
体１００と外付け録音機２０台を見込んでいる。

　 ＜市民総合体育館整備事業について＞
●問　事業費の前年度比増の要因について
●答　温水ボイラー更新工事、高圧ケーブルの更新、バ

スケットボールのルール改正に伴うバスケット
ボールショットタイマー等の備品購入費を計上し
ている。

総務文教 3月13日に開催し、付託された第16号議案関係部分など17議案について慎重審査した結果、全会
一致で原案どおり可決すべきものとされました。

＜生涯を通じた国民皆歯科健診の実現を 
求める意見書に関する請願＞

●健康な歯を守るためには早期発見が大切であり、医療費の抑制にもつながる。
●８０歳で自分の歯を２０本以上保とうという８０２０運動が提唱されており、
早期発見・早期治療が大切である。

請願の審査（民生生活）請願１件について慎重審査した結果、全会一致で採択すべきものとしました。

委員会報告から
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議会活動状況

編 集 後 記
４月から編集委員も新メンバーとなりました。
委員一同「市議会だより」が皆様に親しまれるよう、

よりわかりやすい紙面の作成に努めてまいりますので、
よろしくお願いいたします。

１月／
　５日・議会運営委員会
　　　・会派代表者会
　　　・建設水道委員会協議会
１２日・第１回臨時会
２３日・総務文教委員会・建設水道委員会合同協議会
　　　・議会運営委員会
２４日・近畿市議会議長会第３回理事会（大阪市）
２５日・兵庫県市議会議長会第２回理事会（西宮市）

２月／
　２日・播但市議会議長会（姫路市）
　６日・議会運営委員会
　８日・全国市議会議長会評議員会（東京）
１３日・第２７３回兵庫県市議会議長会総会（神戸市）
１４日・議会運営委員会
　　　・会派代表者会
１６日・西播磨市町議長会講演会（オンライン）
２０日・市民病院経営改善調査特別委員会
２１日・本会議［第１回定例会開会］
　　　　（令和５年度関係議案外）
２２日・本会議（令和６年度関係議案外）
２８日・本会議（令和５年度関係議案表決外）
　　　・会派代表者会
　　　・議会運営委員会

３月／
　６日・本会議（代表質問３会派）
　７日・本会議（代表質問２会派及び一般質問２名）
１１日・民生生活委員会
　　　・会派代表者会
　　　・議会運営委員会
１２日・建設水道委員会
１３日・総務文教委員会
　　　　議会運営委員会
２２日・本会議［第１回定例会閉会］
　　　　（令和６年度関係議案表決外）
　　　・会派代表者会
２５日・市民病院経営改善調査特別委員会
２６日・建設水道委員会協議会
２７日・安室ダム水道用水供給企業団議会（上郡町）
　　　・東備西播定住自立圏域ＪＲ利用促進協議会
　　　　（備前市）
　　　・東備西播定住自立圏形成推進協議会（備前市）

４月／
　３日・会派代表者会
１０日・会派代表者会
　　　・議会運営委員会
１１日・会派代表者会
　　　・議会運営委員会
１５日・播但市議会議長会総会（養父市）
１７日・第２回臨時会
　　　・議会運営委員会
　　　・会派代表者会
　　　・議会報編集委員会
１８日・第８９回近畿市議会議長会理事会、
　　　　定期総会（奈良市）
２３日・西播磨市町議長会役員会、総会（姫路市）
２４日・民生生活委員会、民生生活委員会協議会
　　　・建設水道委員会、建設水道委員会協議会
　　　・総務文教委員会、総務文教委員会協議会
２５日・議会報編集委員会
２６日・兵庫県市議会議長会総会（たつの市）

日 月 火 水 木 金 土
6/1

6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8

6/9 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15
本会議
（１日目）

本会議
（２日目）

6/16 6/17 6/18 6/19 6/20 6/21 6/22
民生
生活
委員会

建設
水道
委員会

総務
文教
委員会

6/23 6/24 6/25 6/26 6/27 6/28 6/29
本会議
（３日目）
一般質問

本会議
（４日目）
一般質問

本会議
（予備日）

☆6月定例会・常任委員会の日程（案）☆

※いずれも午前９時30分から開催予定です。
※委員会は原則公開で、開会後の委員会室の出入りは
休憩中を原則としています。

議会報編集委員会議会報編集委員会

委 員 長　南條千鶴子　　	副委員長　井田佐登司
委　　員　山	野　		崇　　	委　　員　中	谷	行	夫
委　　員　前	田	尚	志　　	委　　員　家	入	時	治
委　　員　西	川	浩	司　　 委　　員　土	遠	孝	昌

【令和６年１月１０日号の訂正について】
Ｐ５「インターネットで配信しています」と記載すべき
ところを「インターネトで配信しています」と記載して
いたため、訂正しお詫びいたします。
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